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熊本県における部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する改革方針 

～子供が主役となる部活動の地域展開に向けて～ 
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はじめに 

令和４年12月、スポーツ庁・文化庁は、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関す

る総合的なガイドライン」を策定し、令和５年度から令和７年度までを「改革推進期間」と位置付

け、本県においても部活動改革を進めてきた。 

そして、令和７年12月、文部科学省は、「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合

的なガイドライン～子供たちのスポーツ・文化芸術活動の充実に向けて～」を策定し、令和８年度

から令和13年度までの６年間を新たに「「改革実行期間」と位置付け、部活動地域展開等の全国的な

実施を推進することとした。 

そこで、本県においても、今回の国のガイドラインを踏まえつつ、地域の実情に応じた部活動改

革をさらに進めることが求められている。 

本改革方針は、市町村や関係団体等と連携しながら、熊本市を除く公立中学校（義務教育学校後

期課程を含む）において子供たちの活動機会の確保と持続可能な地域クラブ活動の推進を図るため、

本県の部活動改革の取組をさらに進めるに当たっての基本的な考え方等を示すものである。 

なお、ここに記載のないことについては、国のガイドラインに準ずることとする。 

 

１ 本県の現状及び課題 

本県では、令和５年度から３年間の「改革推進期間」において、国の実証事業に参加する市町

村は年々増加し、令和７年度は21市町村で事業が実施された。また、南関町と大津町では、令和

６年度から２年間、国から重点地域の指定を受け、多様なスポーツ体験機会の提供や、大学生・

アスリート等の人材活用、動画コンテンツ等の活用にも取り組んできた。 

そして、これまでの「改革推進期間」の３年間においては、ほぼ全ての市町村で検討組織が設

置されるなど、地域の実情に応じた取組が進められており、休日の地域展開等に向けて着実に前

進している。すでに休日の地域展開を完了した市町村もあり、平日にも着手している市町村、種

目等もある等、一定の成果が確認されている。 

一方、これまで実施した市町村調査によると、課題として最も多いのは「指導者の確保」であ

り、次いで「財政的支援」、「会費等の取扱い」といった財政面の課題が続いている。これらの課

題解決の進捗状況は市町村によって異なり、引き続き地域の実情に応じたきめ細かな対応が求め

られている。 

また、小学校においては、平成27年度から平成30年度にかけて運動部活動が社会体育へ移行

した一方で、文化部活動については、現在も一定数学校部活動として存在している。部活動改革

の趣旨を踏まえ、小学校の文化部活動についても、中学校の部活動改革と併せて進めていく必要

がある。 
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２ 本県の改革方針の基本的な考え方 

熊本市を除く公立中学校（義務教育学校後期課程を含む）を主な対象とする本県の部活動改革

及び地域クラブ活動の推進に当たっては、国のガイドライン並びに本県の現状及び課題を踏まえ

つつ、本改革の主役である子供たちが将来にわたって継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ

ことができる環境を地域全体で確保していくことが重要と考える。 

本県としては、学校と地域がそれぞれの役割を適切に担い、地域の実情に応じた持続可能な活

動体制を構築するとともに、子供たち一人ひとりが主役となる取組を市町村が主体となって進め

られるよう、関係団体等（県スポーツ協会、県文化協会、県中学校体育連盟、各分野の文化芸術

団体、県スポーツ推進委員協議会、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、大学等）と連

携しながら、きめ細かな支援や調整を行い、地域におけるスポーツ・文化芸術活動の充実を図る

ものとする。 

なお、小学校の文化部活動においても、本改革方針の内容に準じて、取組を進めることとする。 

 

３ 本県の改革方針 

（１）県及び市町村の役割 

① 県の役割 

県は、市町村が主体的に部活動改革及び地域クラブ活動の推進に取り組めるよう、必要な

情報提供、関係機関との調整、財政的支援の活用促進等を通じて、地域クラブ活動の円滑な

実施に向けた環境整備を支援する。 

特に大きな課題である「指導者の確保」については、県で設置している「熊本県地域クラ

ブサポーターバンク」の運用改善を進めるとともに、多様な人材の発掘、研修による育成、

マッチング等について、市町村のニーズを踏まえながらきめ細かな支援の充実を図る。 

また、県は、市町村間の進捗状況や地域の実情を踏まえ、必要に応じて個別支援や広域的

な調整を行い、本改革の着実な推進を後押しする。 

なお、県立中学校の部活動改革については、県が学校所在地自治体及び生徒居住地自治体

との連携を図りながら、市町村立中学校と同様に地域展開を進める。 

② 市町村の役割 

市町村は、検討組織等を中心に、活動体制の整備、指導者の確保、財政面の課題への対応

等について、関係部局・団体等と連携しながら地域の実情に応じた取組を進めるとともに、

子供たちへのアンケート調査やワークショップを実施するなどして子供たちの多様なニーズ

に応じた取組を進める。 

また、学校と地域がそれぞれの役割を適切に担い、地域全体で子供たちの活動機会を確保
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できるよう、持続可能な体制の構築を図る。 

同様に、小学校の文化部活動についても取組を進める。 

（２）改革の方向性 

① 改革期間 

  令和８年度から令和13年度までの６年間を「改革実行期間」とし、令和８年度から令和10

年度までの３年間を「前期」、令和11年度から令和13年度までの３年間を「後期」とする。 

  なお、「「前期」終了時に、「中間評価」を実施し、必要に応じて本改革方針の見直しを行う。 

② 取組方針  

   【休日】 

休日の改革は、令和13年度末までに、全ての市町村において地域展開の完了を目指す。 

また、現時点で休日の改革に着手していない市町村においても、令和10年度末までに確実

に地域展開等に着手できるようにする。 

なお、「「地域展開等に着手」とは、部活動指導員の活用や協議会等の検討組織を設置するだ

けでなく、以下の取組を示す。 

・子供たちのニーズや実態の把握 

・推進計画の策定（改革の方針・完了までの具体的なスケジュールの明確化） 

・指導者・活動場所・移動手段・資金等の確保に向けた具体的な準備 

   【平日】 

平日の改革は、準備が整った地域、学校、種目から順次、地域展開を進める。 

なお、平日の改革については、今後、国が行う、地方公共団体が実現可能な活動の在り方

や課題への対応策の検証等を参考にしながら、地域の実情に応じて進めることとする。 

 

４ 進捗状況の点検・改善 

本改革方針に基づく取組については、県及び市町村において、その進捗状況を定期的に点検し、

必要に応じて施策の見直しや改善を行うものとする。 

県においては、県内の取組状況を総合的に検討する場を設置し、地域クラブ活動の実施状況や

指導者確保、財政面の課題等に関する情報を共有しつつ、取組の方向性や支援の在り方について

適宜検討を行う。 

また、国のガイドラインや社会情勢の変化を踏まえ、持続可能な活動環境の構築に向けて必要

な改善を図るものとする。 

 

 


